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平 成 ２ １ 年 度 事 業 計 画  

平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで 

 

わが国経済は、昨年のアメリカ発の世界的な金融危機の影響を受け急激に悪化

し、戦後最悪の経済危機といわれ先行きが見えない状況であります。 

各国政府は協調して経済政策に取り組まれておりますが、われわれ、中小企業

にとりましては、今後の経営環境は、さらに激しさを増すのではないかと思われ

ます。 

このような状況にある大阪の卸売業の活性化を図るため当連合会といたしま

しては、大阪府・大阪市をはじめ関係機関のご協力のもと財政基盤の強化を図り、

全国に類を見ない異業種卸売業の一大連合組織としての特徴や優位性を活かし

た人材育成をはじめ各種の事業の推進を積極的に行ってまいります。 

 会員の皆様におかれましては、変わらぬご支援・ご協力を賜りますようお願い

申し上げます。 

 平成２１年度は、次の事業を積極的に展開してまいります。 

 

１．業界振興事業 

 （１）経営セミナー 

    経営者等が関心を持っている問題をテーマにセミナーを開催し、企業経

営に必要な幅広い知識等の習得を通じて、卸売業界の長期的な発展に資す

る。 

 （２）異業種連携振興事業 

    異業種の会員団体が連携・協同して行う物流業務効率化事業（共同配送）

実施の支援及び販路開拓のため開催する研究会への講師の紹介等を支援

する。 

 （３）新年互礼会 

    新しい年のスタートとして、会員相互の交流の促進、異業種交流及び

親睦を深めるため新年互礼会を開催する。 
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（４）協賛・後援事業 

    会員団体、関係団体等が実施する各種事業に対して協賛・後援を行

うとともに、関係団体等との協力・連携を図る。 

 （５）渉外活動 

    国、大阪府、大阪市などの関係機関及び関係団体との連携の強化を

図るため渉外活動を行う。 

 

２．人材育成事業 

 （１）経営者研修（海外研修） 

    会員傘下企業の発展に必要な貿易・投資等に関する情報収集や市場

調査等を行い、国際的な知識の習得に資する。 

 （２）次世代育成研修 

    企業経営の中核を担っていく者が、企業が抱える課題・問題点を自

ら解決するための知識や国内外の経済情勢、社会情勢に関する知識の

習得及び異業種間交流を通じて新たな企業活動を模索するための研修

を行う。 

 （３）Ｔシャツデザイン画コンテスト 

    大阪文化のアピール、文化の向上と大阪の問屋の将来を担う感性豊

かな青少年を育成することにより、大阪を活力ある都市とすることを

目的として、大阪府内のデザイン専門学校等の学生を対象に大阪のア

イデンティティとも言える“おもろい”をテーマに「Ｔシャツのデザ

イン画」コンテストを大阪問屋街活性化協議会と共催で実施する。 

 （４）新入社員研修 

卸売業の新入社員を対象に新入社員としての心構えや必要な知識の

習得のため研修を行う。 

（５）中堅幹部研修 

中堅幹部社員を対象に、中堅幹部社員として必要な知識の習得のた

め研修を行う。 
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（６）事務局職員研修 

    会員団体事務局職員等を対象に、円滑な団体運営を行うため知識の習

得及び事務局職員間の情報交換等を通じて交流を図る。 

 （７）人材育成支援事業 

    会員団体が実施する人材育成のための研修会等に講師の紹介などを

通じた支援を行う。 

 

３．調査研究事業 

     業種別及び会員団体相互の情報交換の活性化及び異業種交流などを通じ

て卸売業界の調査研究を行い卸売業の発展を図る。 

   

４．情報収集提供事業 

 （１）各種情報の収集・提供 

    行政や関係機関等の発行する資料等を収集し、会員団体に提供するた

めに会員団体等との緊密なネットワークを目指して、ホームページの充

実及び有効活用を図る。 

 （２）会報誌の発行 

    会報誌の発行を通じて、連合会事業及び国･大阪府･大阪市等の制度の

発信並びに会員相互の情報交換・情報交流を進める。 

 

５．ＯＡ・情報化対策事業 

 （１）ＩＴ（パソコン）の研修、ＯＡセミナー 

大阪の卸売業のＯＡ化、情報化を進めるため研修等を実施する。 

 （２）会員団体ホームページ及び企業の開設支援事業 

    会員団体及び企業がホームページ作成のための研修会を行う。 

 （３）業務改善・システム開発等に関する無料相談窓口の設置 

    株式会社オーシーシー情報センターの協力を得て、会員団体・会員団

体傘下企業の業務改善・システム開発などに関する「無料相談窓口」を 

常設する。 
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６．表彰事業 

 （１）連合会表彰 

    卸売業の発展に顕著な功績のあった団体役員、団体職員、事業所、社

員（従業員）の表彰を行う。 

 （２）各種表彰の推薦 

    大阪府、大阪市の表彰事業（産業功労・商工関係者・大阪市民表彰等）

に、会員団体関係者を推薦する。 

 

７．福利厚生事業 

    卸売業経営者及び従業員の福利厚生に資するため、共済年金制度等への

加入勧奨を行う。 

 

８．会 議 

 （１）総 会 

    通常総会（６月、３月開催）のほか、必要の都度、臨時の総会を開催

する。 

 （２）理事会 

    総会に付議すべき事項、その他業務の執行に必要な重要な案件を審議

するため、開催する。 

 （３）その他会議 

    事務事業の円滑な執行を図るため、正・副会長会議、会員団体事務局

職員会議等必要な会議を随時開催する。 

 

９. 組織の強化と財政の健全化 

    連合会活動が、より魅力的な事業を提供するために、活性化調査の結果

を踏まえ、事業の必要性、効果等を検討する。     

また、事業を円滑におこなうためには、組織の強化及び財政の健全化が

重要であり、これを推進するための方策を実施する。 

 


